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１ 
諮問第 26号説明資料 

日本映画放送株式会社の衛星基幹放送における電気通信設備の概要の変更及び 

電気通信設備の業務管理体制（委託する設備の概要）の変更の許可 

１ 諮問の概要 

今般、日本映画放送株式会社（代表取締役社長 宮川 朋之。以下「日本映画放送」という。）より、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

及び委託する設備の概要について、放送法の規定に基づき変更申請がなされたところ。 

本件は、この変更申請について総務大臣が処分をするにあたり、放送法第 177条第 1項第 2号の規定に基づき電波監理審議会に諮問するもの。 

２ 変更概要 

日本映画放送が認定を受けている同社の BS第 88号（番組名：日本映画専門チャンネル）について、 

- 番組送出設備、中継回線設備及び地球局設備の変更を行うもの。【放送法第 93条第２項第８号の内容の変更】

- 上記の変更に伴い、委託する設備の概要を変更するもの。【放送法第 93条第２項第９号の内容の変更】

また、同社の CS 第 169号（番組名：時代劇専門チャンネル HD）について、 

- 番組送出設備、中継回線設備及び地球局設備の変更を行うもの。【放送法第 93条第２項第８号の内容の変更】

- 上記の変更に伴い、委託する設備の概要を変更するもの。【放送法第 93条第２項第９号の内容の変更】

３ 審査の結果の概要 

本件の変更申請について、放送法第 111 条第１項の総務省令で定める基準（基幹放送設備及び設備等維持のための業務管理体制に関する基準）に適

合しているか審査を行った結果、いずれの内容についても、当該基準に適合しており、許可することが適当であると判断したところ。 

４ 今後の予定 

電波監理審議会より、本件の変更申請に対する許可が適当である旨の答申を受けた場合には、日本映画放送に対し、速やかに変更許可を行う予定。 



１．今回の変更の概要（BS第88号） 2

変更する設備 変更前 変更後

番組送出設備 【委託先】保有の設備 【委託先】保有の設備※
（※ 変更前の設備とは異なる設備）

中継回線設備 電気通信事業者保有の設備 【委託先】保有の設備
（局内線）

地球局設備 B-SAT社保有の設備 スカパーJSAT社保有の設備

◆ BS第88号（番組名：日本映画専門チャンネル）

日本映画放送株式会社のBS第88号について、電気通信設備の概要及び委託する設備の
概要を以下のとおり変更するもの。

２．委託する設備の概要の変更（委託先の氏名及び名称は変更なし）

１．電気通信設備の概要の変更

変更前 変更後

【委託先】に対し、
番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託

【委託先】に対し、
番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託
（※変更前の設備とは異なる設備）（【委託先】保有の設備（局内線））



中継回線設備
（【委託先】保有の

局内線）

１－１．電気通信設備の変更（BS第88号） 3

１．変更の概要

• 番組送出設備、中継回線設備及び地球局設備の変更

【委託先】保有
の設備

２．変更の理由

• 地球局設備をB-SAT社設備からスカパーJSAT社設備に変更することに伴い、番組送出設備及び中継回線設備も併せ
て変更するもの。

【概要図（変更後）】【概要図（変更前）】

B-SAT社
保有の設備

地球局
設備

番組送出
設備

中継回線設備
（電気通信事業者保有

の設備）

現用ルート

予備ルート

地球局
設備

【委託先】保有の設備

番組送出設備
(※変更前とは
異なる設備)

※ 赤字が変更される設備

変更する設備 変更前 変更後

番組送出設備 【委託先】保有の設備 【委託先】保有の設備※

（※ 変更前の設備とは異なる設備）

中継回線設備 電気通信事業者保有の設備 【委託先】保有の設備
（局内線）

地球局設備 B-SAT社保有の設備 スカパーJSAT社保有の設備

スカパーJSAT社
保有の設備

電気通信事業者保有
の設備



4

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



5

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



１－４．委託の変更の概要（BS第88号） 6

変更前 変更後
【委託先】に対し、

番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託

【委託先】に対し、
番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託

１．変更の概要

送出管理装置
（APC）

電源設備

字幕装置

中継回線設備
（【委託先】保有の
設備（局内線））

電源設備 電源設備

ビデオサーバ、等

監視用設備監視用設備

電源設備

地球局設備

番組送出設備
（※変更前の設備とは異なる設備）

・切替装置（送出マトリクス）
・符号化装置（エンコーダー）
・多重化装置
・スクランブル装置等

※ 関係する電気通信設備について模式的に示したものであり、
実際の構成とは必ずしも一致しない場合がある。

２．委託する設備の範囲の概要図 ※ 赤字は委託する設備のうち審査対象の設備

（※変更前の設備とは異なる設備）（【委託先】保有の設備（局内線））



7

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



8

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



２．今回の変更の概要（CS第169号） 9

変更する設備 変更前 変更後

番組送出設備 【委託先】保有の設備 【委託先】保有の設備※
（※ 変更前の設備とは異なる設備）

中継回線設備 【委託先】保有の設備
（局内線） 電気通信事業者保有の設備

地球局設備 スカパーJSAT社保有の設備 B-SAT社保有の設備

◆ CS第169号（番組名：時代劇専門チャンネルHD）

２．委託する設備の概要の変更（委託先の氏名及び名称は変更なし）

１．電気通信設備の概要の変更

変更前 変更後

【委託先】に対し、
番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託

【委託先】に対し、
番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託
（※変更前の設備とは異なる設備）（電気通信事業者保有の設備）

同社のCS第169号について、電気通信設備の概要及び委託する設備の概要を以下のと
おり変更するもの。



２－１．電気通信設備の変更（CS第169号） 10

１．変更の概要

• 番組送出設備、中継回線設備及び地球局設備の変更

２．変更の理由

• 地球局設備をスカパーJSAT社設備からB-SAT社設備に変更することに伴い、番組送出設備及び中継回線設備も併せ
て変更するもの。

【概要図（変更後）】【概要図（変更前）】

中継回線設備
（【委託先】保有の

局内線）

地球局
設備

【委託先】保有の設備

番組送出設備

B-SAT社
保有の設備

地球局
設備

番組送出
設備

(※変更前とは
異なる設備)

中継回線設備
（電気通信事業者保有

の設備）

現用ルート

予備ルート

※ 赤字が変更される設備

変更する設備 変更前 変更後

番組送出設備 【委託先】保有の設備 【委託先】保有の設備※

（※ 変更前の設備とは異なる設備）

中継回線設備 【委託先】保有の設備
（局内線） 電気通信事業者保有の設備

地球局設備 スカパーJSAT社保有の設備 B-SAT社保有の設備

スカパーJSAT社
保有の設備

【委託先】保有
の設備

電気通信事業者保有
の設備



11

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）
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（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



２－４．委託の変更の概要（CS第169号） 13

変更前 変更後
【委託先】に対し、

番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託

【委託先】に対し、
番組送出設備及び中継回線設備の

障害対応及び運用監視を委託

送出管理装置
（APC）

電源設備

字幕装置
中継回線設備

（電気通信事業者保有の
設備）

電源設備 電源設備

ビデオサーバ、等

監視用設備監視用設備

電源設備

地球局設備

番組送出設備
（※変更前の設備とは異なる設備）

・切替装置（送出マトリクス）
・符号化装置（エンコーダー）
・多重化装置
・スクランブル装置等

※ 関係する電気通信設備について模式的に示したものであり、
実際の構成とは必ずしも一致しない場合がある。

※ 赤字は委託する設備のうち審査対象の設備２．委託する設備の範囲の概要図

１．変更の概要

（※変更前の設備とは異なる設備）（電気通信事業者保有の設備）



14

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）
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（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



16

（電波監理審議会決定第２号に基づき、非公表）



○放送法（昭和 25年法律第 132 号）（抄） 

（認定） 

第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することに

ついて、総務大臣の認定を受けなければならない。 

一～七 (略) 

２ 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 

一～六 (略) 

七 放送事項 

八 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 

九 基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当

該設備の概要及び委託先の氏名又は名称 

十～十一 (略) 

３～５ (略) 

 

（放送事項等の変更） 

第九十七条 認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変

更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省

令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２・３ (略) 

 

（設備等の維持） 

第百十一条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びその運用のための業務管理体制（当該認

定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあ

つては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。）を総務省令で

定める基準に適合するように維持しなければならない。 

２ (略) 

 

（電波監理審議会への諮問） 

第百七十七条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければなら

ない。 

一 （略） 

二 第十八条第二項（定款変更の認可）、第二十条第十一項（第六十五条第五項において準用す

る場合を含む。）（中継国際放送の協定の認可）、第二十条第十二項（任意的業務の認可）、第二

十条の二第一項（基幹放送局提供子会社への出資の認可）、第二十条の四第六項及び第七項（業

務規程の変更の勧告及び命令）、第二十一条の二第一項（実施基準の認可）、第二十二条（国立

研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可）、第二十二条の二（関連事業持株会社

への出資の認可）、第二十二条の三第一項若しくは第三項（関連事業出資計画の認定）、第六十

四条第四項及び第五項（受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可）、第六十五条第一項



（国際放送等の実施の要請）、第六十六条第一項（放送に関する研究の実施命令）、第七十一条

第一項（収支予算等の認可）、第七十三条の二第二項ただし書（還元目的積立金の取崩しに係

る認可）、第八十五条第一項（放送設備の譲渡等の認可）、第八十六条第一項（放送等の廃止又

は休止の認可）、第八十九条第一項（放送の廃止又は休止の認可）、第九十三条第一項（基幹放

送の業務の認定）、第九十六条第一項（地上基幹放送の業務の場合に限る。）（認定の更新）、第

九十七条第一項本文（基幹放送の放送事項等の変更の許可）、第百十六条の四第一項（特定放

送番組同一化実施方針の認定）、第百二十条（放送局設備供給役務の提供条件の変更命令）、第

百四十一条（受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令）、第百五十六条

第一項、第二項若しくは第四項（有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若し

くは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令）、第百五十九条第一項（認定放送持株会

社に関する認定）又は第百六十七条第一項（センターの指定）の規定による処分 

三～五 （略） 

２ 前項各号（第四号を除く。）に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるもの

については、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 

  



○放送法施行規則（昭和 25年電波監理委員会規則第 10号）（抄） 

 

第二款 設備の運用に係る業務管理体制の整備 

 

（適用の範囲） 

第百二十三条の三 法第百十一条第一項の基準のうち設備等維持業務のための業務管理体制に関

する基準（同条第二項第一号に係るものに限る。）及び法第百二十一条第一項の基準のうち設備

等維持業務のための業務管理体制に関する基準（同条第二項第一号に係るものに限る。）はこの

款の定めるところによる。 

 

（実施体制） 

第百二十三条の四 基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施

することができる体制を整備しなければならない。 

 

（規程） 

第百二十三条の五 基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を確実に実施

するため、規程を定め、当該規程で定めるところにより、設備等維持業務を実施しなければなら

ない。 

 

（実務経験等の能力） 

第百二十三条の六 設備等維持業務の実施の状況を監督する責任者及び設備等維持業務に従事す

る者は、当該設備等維持業務を確実に実施することができる実務経験等の能力を有していなけ

ればならない。 

 

（委託業務の的確な実施を確保するための措置） 

第百二十三条の七 基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、設備等維持業務を他人に委託

する場合には、当該設備等維持業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 設備等維持業務を確実に実施することができる能力を有する者に委託するための措置 

二 委託先における設備等維持業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することに

より、委託先が当該設備等維持業務を確実に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させ

ることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置 

三 委託先が設備等維持業務を適切に行うことができない事態が生じた場合又は当該設備等維

持業務の確実な運営を確保するため必要がある場合には、当該設備等維持業務の委託に係る

契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置 

 



（写） 
（公印・契印省略） 

 
 
 

諮 問 第 2 6 号 

令 和 ８ 年 ７ 月 ６ 日  

 
電波監理審議会 
会長 笹瀬 巌 殿 

 
 

総務大臣 林 芳正 
 
 
 
 

諮 問 書 
 
日本映画放送株式会社から放送法（昭和 25年法律第 132号）第 97条第１項の規定

に基づき、同法第 93 条第２項第８号及び第９号に掲げる事項（基幹放送の業務に用

いられる電気通信設備の概要並びに基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他

人に委託しようとする場合の当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称）について、

放送事項等の変更の許可申請があった。概要は別紙１のとおりである。 

これらについて審査した結果は、別紙２のとおりであり、放送法第 111条第１項の

総務省令で定める基準に適合していると認められる。 

よって、放送法第 93 条第２項第８号及び第９号に掲げる事項に関する変更につい

て、申請のとおり許可することとしたい。 

 
上記について、放送法第 177条第１項第２号の規定に基づき諮問する。 



資料２ 

電波監理審議会審議資料

令和８年７月６日

伝搬障害防止区域の指定状況等 

（連絡先）

電波監理審議会について

総務省総合通信基盤局総務課

（松下課長補佐、後藤官、宮内官）

電話：０３－５２５３－５８２９

報告内容について

総務省総合通信基盤局電波部

基幹・衛星移動通信課基幹通信室

（深松課長補佐、松岡専門職、倉本官）

電話：０３－５２５３－５８８６



令和８年７月６日（月）

電波監理審議会

伝搬障害防止区域の指定状況等 （報告）

総務省 総合通信基盤局

電波部 基幹通信室

電波監理審議会（第1158回）報告資料
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電波伝搬障害防⽌制度の概要

「重要無線通信※1の確保」と「財産権の⾏使（⼟地利⽤）」等との調整を図ることにより、⾼層建築物等※2の建築に
よる重要無線通信の突然の遮断を回避すること。

固定局
固定局

重要無線通信の電波伝搬路

○ 重要無線通信が突然遮断しないよう、障害原因となる
部分の⼯事を⼀定期間（最⼤２年間）制限

（協議完了後は、２年を待たずに⼯事再開可能）

○ 免許⼈と建築主が協議し、必要な対策を実施

○ 障害の有無を判定し､「障害原因となる」
場合には、「免許⼈」と「建築主」へ通知
（建築主には障害原因とならない場合も通知）

建築物
固定局

固定局

協議が調うまでの間、
⼯事が制限される部分

固定局
固定局予定建築物

○ 区域内で⾼さ31mを超える⾼層建築物等を
建築するときは、総務⼤⾂に届出が必要

【ルート変更の例】

【建築計画の変更の例】

○ 当事者の双⽅⼜は⼀⽅から申出があった場合、
総務⼤⾂があっせん

固定局

建築物

固定局

固定局建築物⾼さ・形状等
の変更

固定局

伝搬障害防⽌区域の指定
（電波法第102条の2）

⾼層建築物等に係る届出、通知、⼯事の制限及び協議・あっせん（電波法第102条の３等）

制度の⽬的

制度の概要

※1 電波法第102条の２第１項に規定する重要無線通信をいい、電気通信業務、放送業務、⼈命・財産の保護⼜は治安維持、気象業務、電気供給業務、列⾞運⾏業務に
⽤いる無線通信が含まれる。

※2 電波法第102条の３第１項第１号に規定する⾼層建築物等をいい、最⾼部の地表⼜は⽔⾯からの⾼さが31メートルを超える建築物その他の⼯作物が該当する。なお、
⽔上においては、⽔上に設置される⾵⾞等が対象と想定される。

伝搬障害防⽌区域 ［緑⾊の部分］
（縦覧図⾯のイメージ）

※R７電波法改正により伝搬障害防⽌
区域＊に⽔上を追加指定可

＊電波伝搬路の中⼼線のすべて⼜は⼀部が地表⼜は⽔⾯からの⾼さが45m以上となる当該電波伝搬路の地上⼜は⽔上への投影⾯の中⼼線の両側50mの区域
 伝搬障害防⽌区域の指定については、電波監理審議会の諮問を要しない軽微な事項として、年に１回指定状況等について報告を⾏っている。
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近年の指定区域総数の推移

○令和７年度末における指定区域総数は3,413件であり、前年度から微減となった。

○直近５年では、ほぼ横ばいながら微減しており、主な理由としては、近年の電気通信業務用の無線通信回線の有線化（光
ファイバへの移行）等があげられる。

【用途別の指定区域総数の推移(令和３年度～令和７年度)】

【年度別の指定区域数（令和３年度～令和７年度）】
（単位：区域数）

近年の傾向

(＊) 気象業務と列車運行業務は件数
が少ないため、グラフには非表示。

指定区域総数令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度

用途 (R8.4末現在)
増減解除変更新規指定増減解除変更新規指定増減解除変更新規指定増減解除変更新規指定増減解除変更新規指定

870▲ 3752115423127▲ 4768221▲ 5167416▲ 5372119電気通信業務

479▲ 121927819827014714▲ 2338915▲ 118417放送業務

1,1883923762▲ 14792654041981201713728153743
人命・財産の保護
治安維持

200000000000000000000気象業務

86844182749▲ 5142935281223電気供給業務

6000001010000▲ 88000000列車運行業務

3,413▲ 6981192012915129▲ 1213720125▲ 591351676▲ 251074482合 計

1001 950 903 907 870

506 483 483 491 479

1103 1123 1163 1149 1188

864 867 862 864 868

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

R3 R4 R5 R6 R7

伝
搬
障
害
防
止
区
域
指
定
数

3,419 3,419 3,4133,490 3,431
電気供給業務

人命・財産の保護、
治安維持

放送業務

電気通信業務
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高層建築物等に係る届出件数の推移

〇 令和７年度の届出件数は469件であり、令和６年度から約10％増加した。

○ 令和７年度における届出のうち、「障害原因となる」と判定された件数は０件であった。

〇 令和８年５月末時点で、令和７年度以前に「障害原因となる」と判定されたものはすべて解決済みである。

（注１） 便宜上、障害原因とならない・となるとされた件数の合計を届出件数としている。
（注２） 各年度の件数である。
（注３） 各年度ではなく、令和８年５月末時点の件数である（このため、本表は解決の時点を読み取れるものではない）。

（単位：件）

主な状況

4

令和７年度令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度

469425501666717届出件数（注１）

469422495663713障害原因とならない（注２）

０３６３４障害原因となる（注２）

０００００協議継続中（注３）

０３６３４解決済み（注３）

０００００有線化変更
協
議
結
果
の
内
容

０１５３３伝搬路迂回・廃止

０１０００建築変更

０１１０１再検証（障害なし）



【参考】 伝搬障害防止制度に関する規定

１ 根拠規定

○電波法（昭和25年法律第131号）
第102条の２から第102条の10まで

○電波法施行令（平成13年政令第245号）
第８条及び第９条

○電波法による伝搬障害の防止に関する規則（昭和39年郵政省令第16号）

２ 伝搬障害防止区域の指定（法第102条の２第１項）

総務大臣は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通
信で重要無線通信を行う無線局に係る電波伝搬路を対象として、必要の範囲内
において、電波伝搬路の地上又は水上への投影面を伝搬障害防止区域として
指定している。

なお、重要無線通信は、次に該当する無線通信が対象である。
① 電気通信業務の用に供するもの
② 放送業務の用に供するもの
③ 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するもの
④ 気象業務の用に供するもの
⑤ 電気事業における電気の供給業務の用に供するもの
⑥ 鉄道事業における列車の運行業務の用に供するもの

３ 伝搬障害防止区域を表示した図面（法第102条の２第３項）

伝搬障害防止区域を表示した図面は、総務省及び全国の総合通信局（沖
縄総合通信事務所を含む。）並びにインターネット上で一般の縦覧に供するこ
とができる。

４ 高層建築物等に係る届出（法第102条の３）

伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建
築主は工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分（地表又は水面から
の高さが31メートルを超える部分）の形状、構造及び主要材料等を書面によ
り総務大臣に届け出る。

① 地表又は水面からの高さが31メートルを超える建築物等の新築
② 工作物の増築又は移築で、その工事後において又は水面からの高さが

31メートルを超える建築物等となるもの
③又は水面からの高さが31メートルを超える建築物等の増築、移築、改築、

修繕又は模様替え

５ 伝搬障害の有無の通知（法第102条の５）

総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害
原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、
障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許
人に通知する。

６ 工事の制限（法第102条の６）

障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通
知を受けた日から２年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができない。

①工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通
知を受けたとき

② 無線局の免許人との間に協議が調ったとき

７ 協議（法第102条の７）

建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財
産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互
に求めることができる。
なお、建築主・免許人の双方又は一方から申出があった場合は、総務大臣

は必要なあっせんを行う。
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【参考】地方公共団体における伝搬障害防止区域図の備付け等の廃止

・伝搬障害防止区域図は、従来、総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供するものとされ
ていた。

・令和６年に地方公共団体の業務効率化等の観点から、本区域図の備付け・縦覧の廃止を求める地方分権改革提案が
なされた。

・本区域図に係る縦覧の多くがシステム上でなされているとの実態等を踏まえ、提案に沿う形で、令和８年５月に電波法
の一部改正を行った。（第16次地方分権一括法による。令和８年９月３日施行。）

○ 地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等の廃止〔電波法〕

地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け等を廃止する。

効 果： 地方公共団体の事務負担の軽減

地 方 公 共 団 体 の 業 務 の 簡 素 化 ・ 効 率 化 等

改正後

＊ 建築主事を置く市町村 のみ

廃止

国（総務省）

国が運用するシステム
で縦覧が可能

＊ 従来から国が運用するシステムでの縦覧は可能であったが、事務所への図面データ等の備付けと併存

従 来

総務大臣が各事務所に備付け

縦覧

国（総務省）

都道府県 市町村

（注）内閣府資料から抜粋・加⼯
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資料３ 

電波監理審議会審議資料 

 

令和８年７月６日 

 

 

 

 

26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための 

価額競争実施指針に係る価額競争の実施の結果 

（令和８年７月６日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （松下課長補佐、後藤官、宮内官） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  報告内容について 

                   総務省総合通信基盤局移動通信課 

                         （武田課長補佐、川畑係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８９３ 
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令和８年６月30日 

 

26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための 

価額競争実施指針に係る価額競争の実施の結果 

 

 総務省は、令和８年６月11日（木）から同年６月25日（木）までの間、26GHz帯にお

ける第５世代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針（令和８年総務省告

示第71号。以下「価額競争実施指針」といいます。）に係る価額競争（以下「価額競争」

といいます。）を実施し、落札者を決定しました。 

 

１ 概要 

総務省は、令和８年３月10日（火）から同年４月９日（木）までの間、価額競争の参

加申請を受け付け、５者から申請があったところ、それらの申請について価額競争実施

指針に基づき審査を行い、同年５月15日（金）に５者に対して価額競争に参加すること

ができる旨の通知を行いました。 

今般、同通知を行った者を対象として、同年６月11日（木）から同年６月25日（木）

までの間、価額競争を実施し、落札者を決定しました。 

 

２ 価額競争の参加の申請者及び審査結果 

価額競争の参加の申請者及び審査結果は、別紙１のとおりです。 

 

３ 価額競争の実施の結果 

価額競争における落札者は次のとおりであり、価額競争の実施の結果は別紙２のとお

りです。 

○株式会社ＮＴＴドコモ  ：全国枠（25.8～26.2GHz） 

○株式会社ＪＴＯＷＥＲ  ：地域枠（26.8～27.0GHz） 

○ハイテクインター株式会社：地域枠（26.8～27.0GHz） 

 

４ 今後の予定 

 今後、価額競争における落札者について、特定高周波数無線局を開設することができ

る旨の認定を行う予定です。 

  

電波監理審議会（第 1158回）報告資料 
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【関係報道資料】 

○26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための価額競争の参加申請の

受付開始（令和８年３月９日） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000767.html 

○26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針に係

る価額競争の参加申請の受付結果（令和８年５月15日） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000784.html 

 

【連絡先】 
総合通信基盤局 電波部 移動通信課 
担当：武田課長補佐、川畑移動体推進係長 
   庄司官、新官 
TEL：03-5253-5893 
E-mail：mobile-telecom×ml.soumu.go.jp 
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を
変えています。「×」を「@」に置き換えてください。 

 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000767.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000784.html


26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための 

価額競争実施指針に係る価額競争の参加の審査結果 

令和８年６月 

総 務 省 

移 動 通 信 課 

別紙１ 

３



令和８年総務省告示第71号（26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針。以下「価額競争実施指針」という。）に係る価額競争に

ついて、令和８年３月10日（火）から同年４月９日（木）までの間、参加申請の受付を行った結果、株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」という。）、ＫＤＤ

Ｉ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下「ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話」という。）、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という。）、株式会社ＪＴ

ＯＷＥＲ（以下「ＪＴＯＷＥＲ」という。）並びにハイテクインター株式会社（以下「ハイテクインター」という。）の５者（ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話は、地域ご

とに連携する者として申請しているため、価額競争実施指針第10項第２号の規定に基づき、１の申請とみなす。）から申請があった。 

これらの申請について、電波法（昭和25年法律第131号。以下「電波法」という。）第27条の20の３第３項及び価額競争実施指針第10項第４号の規定に基づき審査を

行った結果は、下表のとおり。 

価額競争の参加の審査結果

ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話 ソフトバンク ＪＴＯＷＥＲ ハイテクインター

その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること（電波法第27条の20の３第３項第１号） 

価額競争実施指針第２項 特定高周波数無線局の範囲 

特定高周波数無線局の範囲

は、次項第一号に規定する周波

数※を使用する基地局及び陸上

移動中継局並びにそれらの通信

の相手方である陸上移動局とす

る。（価額競争実施指針第２項） 

※特定高周波数無線局に使用させ

ることとする周波数は、25.㎓を

超え26.2㎓以下の周波数及び

26.8㎓を超え27.0㎓以下の周波

数とする。（価額競争実施指針第

３項第１号）

・第五世代移動通信システムの

無線局

・第五世代移動通信システムの

無線局

・第五世代移動通信システムの

無線局

・第五世代移動通信システムの

無線局

・第五世代移動通信システムの

無線局

いずれの申請も特定高周波数無線局の範囲は第五世代移動通信システムの無線局であることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

価額競争実施指針第３項 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定高周波数無線局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする

区域その他の周波数の使用に関する事項 

１ 特定高周波数無線局に使用

させることとする周波数は、

25.8㎓を超え26.2㎓以下の周

波数及び26.8㎓を超え27.0㎓

以下の周波数とする。（価額競

争実施指針第３項第１号） 

２ 特定高周波数無線局に前号

に規定する周波数を使用させ

ることとする区域は、別表第

一に定めるところによる。（価

額競争実施指針第３項第２号） 

希望する周波数 

・25.8㎓を超え26.2㎓以下の周

波数

使用する区域 

・全国

希望する周波数 

・25.8㎓を超え26.2㎓以下の周

波数

使用する区域 

・全国

希望する周波数 

・25.8㎓を超え26.2㎓以下の周

波数

使用する区域 

・全国

希望する周波数 

・26.8㎓を超え27.0㎓以下の周

波数

使用する区域 

・地域

希望する周波数 

・26.8㎓を超え27.0㎓以下の周

波数

使用する区域 

・地域

いずれの申請も価額競争実施指針に定める周波数及び区域を希望していることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

価額競争実施指針第４項 特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分ごとに当該区分に属する者が開設する特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限は、次の各
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号に掲げる特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 既存全国事業者 400㎒幅 

２ 既存全国事業者以外の者 

600㎒幅 
（価額競争実施指針第４項各号） 

区分 

既存全国事業者 

希望する周波数の幅 

400㎒ 

区分 

既存全国事業者 

希望する周波数の幅 

400㎒ 

区分 

既存全国事業者 

希望する周波数の幅 

400㎒ 

区分 

既存全国事業者以外の者 

希望する周波数の幅 

200㎒ 

区分 

既存全国事業者以外の者 

希望する周波数の幅 

200㎒ 

 いずれの申請も希望する周波数の幅は特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分ごとに定める周波数の幅の上限を超えないことから適当と認めら

れる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

価額競争実施指針第10項第３号 申請者は、法第27条の20の３第１項、無線局免許手続規則（昭和25年電波監理委員会規則第15号）第25条の８の３第２項及び別表第２に定める事項につい

て記載した申請書を、法第27条の20の３第２項に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 

申請者は、法第27条の20の３

第１項、無線局免許手続規則（昭

和25年電波監理委員会規則第15

号）第25条の８の３第２項及び

別表第２に定める事項について

記載した申請書を、法第27条の

20の３第２項に定める書類を添

えて、総務大臣に提出しなけれ

ばならない。（価額競争実施指針第

10項第３号） 

申請書 

必要事項を記載した申請書を

提出 

添付書類 

必要事項を記載した添付書類

を提出 

申請書 

必要事項を記載した申請書を

提出 

添付書類 

必要事項を記載した添付書類

を提出 

申請書 

必要事項を記載した申請書を

提出 

添付書類 

必要事項を記載した添付書類

を提出 

申請書 

必要事項を記載した申請書を

提出 

添付書類 

必要事項を記載した添付書類

を提出 

申請書 

必要事項を記載した申請書を

提出 

添付書類 

必要事項を記載した添付書類

を提出 

いずれの申請も必要な事項を記載した申請書及び添付書類を提出していることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること（電波法第27条の20の３第３項第２号） 

価額競争実施指針別表第三 参加者の資格の審査事項 

一 申請者が次に掲げる要件を

満たしていること。 

１ 法第５条第３項各号に掲

げる者のいずれにも該当し

ないこと。 

２ 第９項第１号の規定を遵

守していること及び当該規

定を遵守することを示して

いること。 

法第５条第３項各号の該当 

・電波法第５条第３項各号のい

ずれにも該当しない。

第９項第１号の規定遵守 

・価額競争実施指針第９項第１

号の規定を遵守していること及

び当該規定を遵守することを

示す誓約書を提出

法第５条第３項各号の該当 

・電波法第５条第３項各号のい

ずれにも該当しない。

第９項第１号の規定遵守 

・価額競争実施指針第９項第１

号の規定を遵守していること及

び当該規定を遵守することを

示す誓約書を提出

法第５条第３項各号の該当 

・電波法第５条第３項各号のい

ずれにも該当しない。

第９項第１号の規定遵守 

・価額競争実施指針第９項第１

号の規定を遵守していること及

び当該規定を遵守することを

示す誓約書を提出

法第５条第３項各号の該当 

・電波法第５条第３項各号のい

ずれにも該当しない。

第９項第１号の規定遵守 

・価額競争実施指針第９項第１

号の規定を遵守していること及

び当該規定を遵守することを

示す誓約書を提出

法第５条第３項各号の該当 

・電波法第５条第３項各号のい

ずれにも該当しない。

第９項第１号の規定遵守 

・価額競争実施指針第９項第１

号の規定を遵守していること及

び当該規定を遵守することを

示す誓約書を提出

いずれの申請も価額競争実施指針に定める要件を満たしていることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

二 申請者（法人等に限る。）の

役員が他の申請者（法人等以

外の者に限る。）ではないこ

・申請者の役員は他の申請者

（法人等以外の者に限る。）で

はない。

・申請者の役員は他の申請者

（法人等以外の者に限る。）で

はない。

・申請者の役員は他の申請者

（法人等以外の者に限る。）で

はない。

・申請者の役員は他の申請者

（法人等以外の者に限る。）で

はない。

・申請者の役員は他の申請者

（法人等以外の者に限る。）で

はない。
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と。 いずれの申請も価額競争実施指針に定める要件を満たしていることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

三 申請者（全国特定高周波数

無線局を開設しようとする法

人等に限る。以下この三にお

いて同じ。）が次に掲げる要件

を満たしていること。 

１ 申請者の役員が他の申請

者に所属していないこと。 

２ 次に掲げる者※（申請者

と地域ごとに連携する者を

除く。）が、全国特定高周波

数無線局を開設しようとす

る申請を行っていないこ

と。 

※価額競争実施指針別表第三の

三２㈠から㈥までに掲げる者

申請者の役員 

・申請者の役員が他の申請者に

所属していない。

グループ会社 

・価額競争実施指針別表第三

の三２㈠から㈥までに掲げる者

は申請していない。

申請者の役員 

・申請者の役員が他の申請者に

所属していない。

グループ会社 

・価額競争実施指針別表第三

の三２㈠から㈥までに掲げる者

は申請していない。

申請者の役員 

・申請者の役員が他の申請者に

所属していない。

グループ会社 

・価額競争実施指針別表第三

の三２㈠から㈥までに掲げる者

は申請していない。

－ － 

いずれの申請も価額競争実施指針に定める要件を満たしていることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

四 申請者（地域特定高周波数

無線局を開設しようとする法

人等に限る。）が既存全国事業

者ではないこと。 

－ － － ・既存全国事業者ではない。 ・既存全国事業者ではない。

いずれの申請も価額競争実施指針に定める要件を満たしていることから適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

五 申請者（法人等以外の者に

限る。）が次に掲げる要件を満

たしていること。 

１ 他の申請者（法人等に限

る。）の役員ではないこと。 

２ 総務省設置法（平成十一

年法律第九十一号）第四条

第五十八号から第七十三号

及び第九十六号に掲げる事

務その他当該事務に準じる

事務を行う総務省の職員で

はないこと。 

－ 

 

 

－ － － － 

いずれの申請者も法人等以外の者には当たらない。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 

六 申請者が別表第二の二１から７までに掲げる事項について適切な計画を有し、その根拠から当該計画を確実に実施するに足りる能力を有することが認められ、当該事項が適切に講じら

れる見込みがあること。 

１ 特定高周波数無線局の運

用に必要な電気通信設備の

調達及び工事並びにそれら

を着実に実施するための対

策 

端末設備 

・26GHz帯5GNR方式端末設備

については 、令和 11年度

（2029年度）初頭のサービス開

始を想定し、チップセットレベ

端末設備 

・対象の周波数帯を搭載する端

末設備は、調達実績のある端

末ベンダを候補として調達する

計画

端末設備 

・今後のミリ波市場開拓、グロー

バル動向の変化および、トラヒ

ック需要の増加等を総合的に

判断し端末種別と調達規模を

端末設備 

・これまでの国内外の実績のあ

るベンダからの調達。または、

携帯電話事業者の端末設備を

対象にする。

端末設備 

・携帯電話端末は実績を有する

メーカーから調達

・モバイル IoT 端末等はローカ

ル 5G 向け端末として実績を
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ルでの仕様検討や端末設計検

討の着手、試作製造等を行う。

伝送路・交換設備 

・中継回線において、交換局間

のデータ伝送は既存の IP網

（中継）を必要に応じて帯域増

設を実施しながら利用

・IP網（中継）と特定高周波数無

線局を結ぶネットワークとして、

県内を中継するアクセス回線

を活用、必要に応じて帯域増

設を実施

・コアネットワーク設備につい

て、当社の既存設備を活用す

る方針

・基本契約を締結している外部

委託会社により工事を実施予

定

全体 

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

伝送路・交換設備 

・基地局設備は導入実績のある

社から調達する計画

・エントランス回線は、主として光

ファイバを用いて構築

・バックボーン回線は、当グルー

プが保有するIP網を活用する

計画

・交換設備は、申請者の既存設

備を活用する方針

・豊富な経験と実績を有する協

力会社と委託・請負契約を締

結し工事を実施予定

全体 

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

決定し、調達 

伝送路・交換設備 

・伝送路設備については、中継

回線(バックボーン回線)及び基

地局へのアクセス回線(エントラ

ンス回線)は既存設備を活用す

る計画

・交換設備については、ベンダ

と設備調達の協議を進め、令

和 8(2026)年度以降に必要と

なる設備調達を実施する予定

・既存設備の工事実績のある事

業者により工事を実施予定

全体 

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

伝送路・交換設備 

・エントランス回線及び中継回線

は、調達実績のある他社通信

事業者から光回線を調達する

ほか、必要に応じて自社で敷

設を実施

・伝送装置は、光伝送装置を主

として実績のあるベンダから調

達

・実績のある工事会社と連携し

工事を実施予定

全体 

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

有するメーカーから調達 

伝送路・交換設備 

・エントランス回線は、原則とし

て、光回線（フレッツ光等）をベ

ースとする。光回線の敷設が困

難な山間部や暫定的な設置箇

所においては、低軌道衛星通

信を活用し、迅速なエリア化を

図る。

・バックボーン回線は、申請者が

契約するインターネット接続サ

ービスおよび VPN 網を活用

・電気通信設備の設置・構築実

績を有する事業者と連携して

工事を実施予定

全体 

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

２ 特定高周波数無線局の運

用に必要な電気通信設備の

運用及び保守管理のために

必要な技術要員、電気通信

主任技術者（電気通信事業

を行う計画がある場合に限

る。）並びに無線従事者の確

保並びにそれを着実に実施

するための対策 

・必要な技術要員を確保

・電気通信主任技術者及び無

線従事者を配置

・必要な技術要員を確保

・電気通信主任技術者及び無

線従事者を配置

・必要な技術要員を確保

・電気通信主任技術者及び無

線従事者を配置

・必要な技術要員を確保

・電気通信主任技術者及び無

線従事者を配置

・必要な技術要員を確保する計

画

・電気通信主任技術者及び無

線従事者を配置

３ 特定高周波数無線局の運

用に必要な電気通信設備の

安全・信頼性その他特定高

周波数無線局の適正かつ安

定的な運用を確保するため

の対策（天災その他の災害

・設立当初から定めている「災害

対策の3原則」に基づき、災害

時の通信を確保するため「通

信システムの信頼性の向上」、

「重要通信の確保」、「通信サ

ービスの早期復旧」等災害に

・地震・津波等の災害におい

て、提供する電気通信役務の

災害対策を円滑かつ適切に遂

行するため、「防災業務計

画」、「災害対策規程」の社内

規程に基づき対応

・「災害対策基本法」にもとづき、

国の定める指定公共機関とし

て「防災業務計画」を策定した

うえで災害予防対応や災害発

生時の体制を確立し、災害が

発生した際は「防災業務計画」

・詳細な災害時・事故時の対応

手順、ふくそう対策、運用体制

については、「事業用電気通

信設備管理規程」に定め、これ

に従って適正に運用

・人為ミスの防止、設備容量の

・「多様化・複雑化する電気通信

事故の防止の在り方に関する

検討会」の報告書や、「電気通

信事故検証会議」における各

年度の検証報告書に記載され

た内容を参考としつつ、事故の

７



及び事故の発生時における

電気通信設備の障害及び通

信のふくそうを防止し、又

は最小限に抑えるための措

置を含む。） 

強い通信ネットワークの構築及

びネットワークの安全性と信頼

性の向上に対応 

・人為ミスの防止、設備容量の

確保、ソフトウェアバグの防止

等

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

・人為ミスの防止、設備容量の

確保、ソフトウェアバグの防止

等

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

を遵守するとともに、その他の

関連機関と連携し、通信役務

復旧活動を円滑かつ適切に対

応 

・人為ミスの防止、設備容量の

確保、ソフトウェアバグの防止

等

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

確保、ソフトウェアバグの防止

等 

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

未然防止および再発防止を計

画 

・人為ミスの防止、設備容量の

確保、ソフトウェアバグの防止

等

・「情報通信ネットワーク安全・信

頼性基準」、「政府機関等のサ

イバーセキュリティ対策のため

の統一基準群」及び「ＩＴ調達

に係る国等の物品等又は役務

の調達方針及び調達手続に

関する申合せ」に留意

４ 法令遵守のための対策

（５及び６の対策を除く。）

及び当該対策を実施するた

めの体制の整備 

・社内規程等を策定し、社内体

制を整備

・社員への教育、研修等を実施

し、内部監査を実施

・社内外にコンプライアンス通報

（公益通報）窓口を設置

・「リスクマネジメント委員会規

定」に基づき、リスクマネジメン

ト委員会を設置

・情報セキュリティ、企業倫理、

データ・AI ガバナンスといった

専門領域ごとに部会を設置

・「内部通報対応規程」に基づ

き、内部通報制度「企業倫理

ヘルプライン」を設置

・事業活動におけるコンプライア

ンス上のリスクを、早期に発見・

改善又は未然に防止するた

め、報告や相談ができる「ホット

ライン」窓口を設置し、社内の

コンプライアンス部門と社外の

弁護士が対応

・ソフトバンク行動規範をグルー

プ全体で共有し、コンプライア

ンスに関する体制を維持し、社

員への教育、啓発の充実及び

業務点検等を実施

・社内規程等を策定し、社内体

制を整備

・社員への教育、研修等を実施

し、内部監査を実施

・社内外にコンプライアンス通報

（公益通報）窓口を設置

・法令遵守に関する基本的な方

針および手続については、現

在、社内規程としての整備中。

特定高周波数無線局の開設

および運用開始までに必要と

なる内部規程を整備予定。

・役員及び従業員に対して、法

令遵守の重要性に関する研

修・教育を実施予定

・通報・相談体制の整備予定

５ 電気通信事業を行う計画

がある場合にあっては、個

人情報保護のための対策及

び当該対策を実施するため

の体制の整備（注四）（注五） 

・電気通信事業法及び関係法

令、総務省から示されている個

人情報の保護に関するガイドラ

イン、消費者保護ルールに関

するガイドライン等、各省庁の

ガイドラインに基づき、社内規

程等を策定

・個人情報保護を含む情報セキ

ュリティ対策を実施するため、

社内に専門組織を設置

・社員への教育、研修等を実

施、並びに個人情報に係る業

務委託先に対しても立ち入り

調査等により監督

・過去５年の個人情報又は通信

の秘密の漏えいに関する重大

事故発生状況及び改善策を記

・「電気通信事業における個人

情報保護に関するガイドライ

ン」（令和4年個人情報保護委

員会・総務省告示第4号）（最

終改正令和7年9月26日個人

情報保護委員会・総務省告示

第2号）に準拠した社内規定に

基づき情報セキュリティに関す

る取組みを実施

・経営層を部会員に含む「情報

セキュリティ部会」を設置。この

部会が中心となり、全社レベル

での情報セキュリティ管理状況

を的確に把握し、リスク分析に

基づいた必要なセキュリティ対

策を迅速に実施できる体制を

構築・維持

・電気通信事業者として個人情

報保護の重要性を認識し、個

人情報を適正に取り扱うため、

通信の秘密に関する事項、電

気通信事業における個人情報

保護に関するガイドライン並び

に関連法令等に基づき、関連

諸規程等を制定し、これらを遵

守

・データ管理、情報セキュリテ

ィ、情報システムの 3 つの観

点で、各々責任者を配置し、パ

ーソナルデータを統合的に管

理

・電気通信事業における個人情

報保護に関するガイドライン等

に基づき、社内規程として個人

情報保護管理規程及び特定

個人情報取扱規程を策定し、

個人情報の適切な管理・保護

を実施

・主幹部署にて個人情報の適切

な管理・保護を行う全社的な体

制を構築

・申請書提出時において、不特

定多数の利用者を対象として

個人情報を取り扱う電気通信

事業を行う計画はなく、本申請

に係る特定高周波数無線局の

運用において、利用者の個人

情報を管理する形態の電気通

信役務の想定はなし。

・将来において、電気通信業務

用として特定高周波数無線局

を活用し、個人情報を取り扱う

電気通信役務を提供する計画

が生じた場合には、関係法令

および「電気通信事業におけ

る個人情報保護に関するガイ

ドライン」等を踏まえ、必要な体

制整備および社内規程の整備
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載 を適切に実施 

６ 電気通信事業を行う計画

がある場合にあっては、電

気通信事業の利用者の利益

の保護のための対策及び当

該対策を実施するための体

制の整備（注六） 

・電話、対面により対応している

ほか、問合せフォームにより24

時間対応

・電話、対面、並びにホームペ

ージ等により、利用者の声を集

約し、品質改善に反映する仕

組みを構築

・広告表示について、最新端末

の仕様に準じたサービスエリア

をサービスごとに提供

・景品類の提供又は一般消費

者向けの表示を行う際は、不

当表示等を防止するために実

施すべき事務処理要領を定め

る等マニュアルを整備

・全国に1,000ブースを超える大

規模なお客さまセンターを設

置し、業務委託会社と緊密に

連携しながら対応

・全国のショップによる対面での

サポート体制も構築

・コールセンタ、チャット、メール

等による複数の問い合わせ窓

口を設置し、適切かつ迅速に

充実したサポートを提供できる

体制の構築、センタの運営を

実施

・店舗における対面対応も実施

・携帯電話事業者を利用者とし

てインフラシェアリング事業を

実施。携帯電話事業者4社とは

（ Service Level Agreement 、

「SLA」）を締結し、サービス品

質目標、運用監視に関する体

制、障害発生時の対応等を合

意

・申請書提出時において、不特

定多数の利用者を対象として

電気通信事業を行う計画はな

し。

・電気通信業務用として特定高

周波数無線局を活用し、不特

定多数 の利用者に対して電

気通信役務を提供する計画が

生じた場合には、関係法令を

遵守し、利用者の利益の保護

を適切に確保するため、苦情・

相談対応窓口の設置等を含む

必要な体制の整備および社内

手続の整備を実施

７ 全国特定高周波数無線局

を開設しようとする者にあ

っては次の㈠及び㈡に掲げ

る無線局その他既設の無線

局（予備免許を受けている

ものを含む。）、地域認定特

定高周波数無線局を開設し

ようとする者にあっては次

の㈠から㈤までに掲げる無

線局その他既設の無線局

（予備免許を受けているも

のを含む。）並びに法第五十

六条第一項の規定に基づき

指定を受けている受信設備

及び次の㈥に掲げる受信設

備（以下「既設の無線局等」

と総称する。）の運用並びに

電波の監視を阻害する混信

その他の妨害を防止するた

めの対策及び当該対策を実

施するための体制の整備 

㈠～㈥ 略 

・調整窓口の設置

・混信その他の妨害の防止に係

る対応を行う問合せ先の周知

・特定高周波数無線局（基地局

又は陸上移動中継局）の開設

前における当該開設に係る情

報交換又は協議の実施

・一般的な干渉回避・低減の技

術的対策として、スモールセル

の導入、サイトエンジニアリン

グ、干渉を減衰させるフィルタ

の挿入を実施

・既設の無線局等の免許人や

設備の設置者と円滑な協議を

実施するため、速やかに混信

等防止のための総合調整窓口

を設置する計画

・既存免許人と協議を行ったうえ

で、特定高周波数無線局の設

置場所や設置時期を策定し、

当該特定高周波数無線局の

設置場所の管理を適切に実施

する計画

・今後の状況変化により、不特

定多数へ問合せ先を周知する

ことが必要となった場合は、問

合せ先の設置及び周知を実施

する予定

・既存免許人との調整窓口の設

置・周知、干渉シミュレーション

の実施、既存免許人との基地

局設置場所の調整等をするこ

とによる混信等の防止を計画

・無線設備への干渉抑止フィル

タの挿入、サイトエンジニアリン

グの実施等による混信防止に

向けた技術の活用を計画

・その他既設の無線局、法第56

条１項に規定する指定を受け

ている受信設備及び電波の監

視においては、従来実施して

いる手法、体制を踏襲し混信

等の防止を計画

・干渉調整の窓口の設置、関係

する既設の免許人等の関係者

との情報交換、調整を実施す

る計画

・サイトエンジニアリング（特定高

周波数無線局の設置場所、空

中線設置位置・指向方向の調

整等）無線設備へのフィルタ追

加等の混信対策を実施

・無線技術部を中心とした対応

窓口をあらかじめ定め、関係者

からの問合せに迅速に対応で

きる体制を整備する計画

・必要に応じて、既設の無線局

等の関係者と開設に係る情報

交換又は協議を実施

・無線設備へのフィルタの追加、

無線設備の設置場所の調整

等の技術的措置を検討し、干

渉改善に向けた取組みを実施

いずれの申請も別表第二の二１から７までに掲げる事項について適切な計画を有し、その根拠から当該計画を確実に実施するに足りる能力を有すること

が認められ、当該事項が適切に講じられる見込みがあることから、適当と認められる。 

評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 評価：適 
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26GHz帯における第５世代移動通信システムの普及のための
価額競争実施指針に係る価額競争の実施の結果

令和８年６月
総 務 省
移 動 通 信 課

別紙２
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価額競争の実施の結果①

周波数 使用区域
最低落札価額
（10年間）

入札者
落札者の

決定に要した
ラウンド数

落札額
（10年間）

落札者
落札者ごとの
落札額の合計
（10年間）

全国枠

（25.8～26.2GHz）
全国 39億3,000万円

ＮＴＴドコモ
ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話
ソフトバンク

４ 62億8,800万円 ＮＴＴドコモ 62億8,800万円

地域枠

（26.8～27.0GHz）

北海道千歳市 130万円
ＪＴＯＷＥＲ
ハイテクインター

35 1,014万円

ＪＴＯＷＥＲ 4億6,871万円

千葉県千葉市 1,100万円

ＪＴＯＷＥＲ １

1,100万円

千葉県浦安市 200万円 200万円

東京都特別区の存する区域 2億8,000万円 2億8,000万円

神奈川県横浜市 4,800万円 4,800万円

愛知県名古屋市 4,500万円 4,500万円

大阪府大阪市 4,500万円 4,500万円

大阪府泉佐野市 160万円 160万円

大阪府泉南市 98万円 98万円

大阪府泉南郡田尻町 14万円 14万円

兵庫県宝塚市 330万円 330万円

福岡県福岡市 2,100万円 2,100万円

熊本県菊池郡菊陽町 55万円 55万円

⚫株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」という。）、ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下「ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話」と
いう。）、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という。）、株式会社ＪＴＯＷＥＲ（以下「ＪＴＯＷＥＲ」という。）、ハイテクインター株式会社
（以下「ハイテクインター」という。）の５者を対象として、令和８年６月11日（木）から同年６月25日（木）までの間、26GHz帯における５Ｇの普
及のための価額競争実施指針に係る価額競争を実施した結果は、下表のとおり。
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価額競争の実施の結果②

周波数 使用区域
最低落札価額
（10年間）

入札者
落札者の

決定に要した
ラウンド数

落札額
（10年間）

落札者
落札者ごとの
落札額の合計
（10年間）

地域枠

（26.8～27.0GHz）

北海道富良野市 28万円

ハイテクインター １

28万円

ハイテクインター 818万4,000円

北海道恵庭市 94万円 94万円

北海道北広島市 78万円 78万円

北海道雨竜郡沼田町 3万9,000円 3万9,000円

北海道空知郡上富良野町 14万円 14万円

北海道空知郡中富良野町 6万4,000円 6万4,000円

北海道厚岸郡厚岸町 12万円 12万円

北海道厚岸郡浜中町 7万4,000円 7万4,000円

北海道野付郡別海町 19万円 19万円

山梨県富士吉田市 72万円 72万円

山梨県南都留郡忍野村 14万円 14万円

山梨県南都留郡山中湖村 8万円 8万円

静岡県御殿場市 150万円 150万円

静岡県裾野市 86万円 86万円

静岡県駿東郡小山町 31万円 31万円

滋賀県高島市 77万円 77万円

長崎県対馬市 34万円 34万円

大分県由布市 48万円 48万円

大分県玖珠郡九重町 13万円 13万円

大分県玖珠郡玖珠町 21万円 21万円

沖縄県八重山郡与那国町 1万7,000円 1万7,000円
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26GHz帯における５Ｇ普及のための
価額競争実施指針案について

（概要）

令 和 ８ 年 ２ 月
総 合 通 信 基 盤 局
移 動 通 信 課

令和８年２月３日電波監理審議会
諮問第８号説明資料（抜粋）
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26GHz帯における周波数割当てについて

• 利用意向調査において一定の利用意向が示された26GHz帯について、既存無線局との共用可能性が高い周波数帯を、
今回の価額競争による割当ての対象とする。

• 「全国各地の様々なニーズに応じた柔軟な基地局展開」、「地域のエリアを選択的に整備」の双方のニーズに応じるため、
全国枠と地域枠を１枠ずつ設け、全国枠の周波数を400MHz幅（25.8～26.2GHz）、地域枠の周波数を200MHz幅
（26.8～27.0GHz）とする。

• 地域枠については、市町村を割当区域※とする。

※ 特別区については、23区を１つの区域とする。

• 新規事業者・地域事業者の参入を促進するための措置として、地域枠は、新規事業者・地域事業者向けの専用枠とする。
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(～29.5GHz)

固定衛星(↑)
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小電力データ
通信システム
(～24.75GHz)
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MHz
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MHz
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MHz

100
MHz
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MHz
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MHz

100
MHz

150MHz

低低高

（公共業務用無線局）

既存無線局との共用可能性

（FWA） （FWA）

高

＜全国枠＞
・周波数：25.8～26.2GHz帯（400MHz幅）

＜地域枠＞
・周波数：26.8～27.0GHz帯（200MHz幅）

割り当てる周波数

認定期間

• 特定高周波数無線局の認定の有効期間は、10年間

• 25.8～26.2GHz：全国枠（全国が割当区域）

• 26.8～27.0GHz：地域枠（市町村が割当区域 × 新規事業者・地域事業者向けの専用枠）

無線通信システム

• 第５世代移動通信システム（５G）
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26GHz帯の価額競争による割当てに向けた主な流れ 15
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参加者の資格の主な審査事項 16

価額競争の公正な実施の確保

申請者の要件

• 電波法第５条第３項各号に掲げる者※1のいずれにも該当しないこと
※１ 電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 等

• 全国枠にあっては、同一グループの企業※2から複数の申請がないこと 等
※２ ①1/3以上の資本関係（議決権ベース）を有する者、②1/5以上の資本関係（同）を有し、ローミング等によりネットワークを一体的に運用している者、③代表権を有する

役員が兼任である者、④役員の過半が兼任である者

談合等防止
• 申請者は、希望する周波数・区域、入札金額その他価額競争に関する意向について、①他の申請者に対して情報の提供、協議、調
整等をすること、②第三者に対して秘密保持に関する契約を締結せずに情報の提供をすること を行ってはならない

• 申請者は、上記の行為を行った場合又は申し出られた場合には、直ちに総務大臣に報告すること

地域枠の
参入促進

• 地域枠にあっては、申請者が既存全国事業者※3ではないこと
※３ 本価額競争実施指針の施行日に既に存在する携帯電話事業者及び全国BWA事業者である免許人 等

特定高周波数無線局の運用に必要な能力の確保

整備・運用
• 特定高周波数無線局の設備調達及び設置工事を着実に実施するための対策※4

• 特定高周波数無線局の運用・保守管理に必要な技術要員・電気通信主任技術者・無線従事者を確保するための対策

安全・信頼性

• 特定高周波数無線局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性その他特定高周波数無線局の適正かつ安定的な運用を確保
するための対策※4

※４ 「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和62年郵政省告示第73号）・「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群（令和７年度版）」（令和７年
６月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定）・「ＩＴ調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（平成30年12月10日関係省庁申合せ）
に留意すること

コンプライアンス • 法令遵守、個人情報保護及び利用者利益保護のための対策及び当該対策を実施するための体制整備

混信対策

• 他の無線局等※5に対する混信その他の妨害を防止するための対策及び当該対策を実施するための体制整備
※５ 全国枠：FWAの無線局、衛星間業務を行う人工衛星局、地球探査衛星業務又は宇宙研究業務を行う人工衛星局又は地球局と一体として運用される受信設備 等

  地域枠：FWAの無線局、衛星間業務を行う人工衛星局、固定衛星業務又は移動衛星業務を行う人工衛星局、他の地域枠の５G無線局、28GHz帯の５G無線局、地球
探査衛星業務又は宇宙研究業務を行う人工衛星局又は地球局と一体として運用される受信設備 等



最低落札価額の設定及び保証金の提供 17

最低落札価額

保証金の提供

• 諸外国のオークション結果を参照して算定した周波数の経済的価値に基づき最低落札価額を設定。

• 最低落札価額（10年間）については、全国枠（400MHz幅）は39.3億円、地域枠（200MHz幅）は4千円～2.8億円。

諸外国の５Gオークション落札額

第二段階補正
• 第一段階補正で得られた金額について、我が国の周波数割当て（周波
数幅、認定期間、経済規模）を踏まえて補正

補正後の参照金額

第一段階補正
• 諸外国の５Gオークション落札額について、共通の周波数幅(100MHz幅)・  
免許期間(10年間)・経済規模(１兆ドル)に補正

標準的な金額：補正後の参照金額の平均値±10％

最低落札価額：標準的な金額の下限額の1/2を基本として設定

〔最低落札価額の算定方法〕

• 申請者は、参加資格の審査を経た後、保証金を提供しなければならない※1。

• 提供する保証金の金額は、単位ごとに最低落札価額の10％の金額とする※2。

※1 提供した保証金は、価額競争が終了した後、返還される。ただし、談合行為等の価額競争の公正を害すべき行為を行った者に対しては返還しない（国庫に帰
属）。なお、落札者については、返還に代えて、初年度の落札金の納付に充当することができる。

※２ 参加者は、提供した保証金の金額に応じて、初回のラウンドでの入札に必要なポイント数を得ることができる（保証金100円につき１ポイント）。単位（枠×区域）
ごとにポイント数が設定（各単位の最低落札価額について1,000円につき１ポイント）されているため、参加者は、入札を希望する単位（枠×区域）及びその設定
されているポイント数を踏まえて、提供すべき保証金の金額を決定する必要がある（６ページ参照）。

人口 区域数
最低落札価額

最大 最小 平均

500万 ～ 1 2億8,000万円

100万 ～ 500万 11 4,800万円 1,500万円 2,700万円

10万 ～ 100万 250 1,700万円 57万円 350万円

１万 ～ 10万 926 270万円 5.9万円 52万円

～ 1万 531 20万円 0.4万円 6.4万円

〔地域枠の最低落札価額※1、2〕

※1 地域枠の各区域の最低落札価額は、全国枠の最低落札価額に周波数幅の比（1/2）を
乗じた上で、各都道府県の県内総生産及び各市町村の人口の比率に応じて算出。

※2 区域の全部が既存無線システムとの干渉調整が発生し得る場合、当該区域に共用係数
（1/2）を乗じる。



価額競争の実施（概要）①

• 総務省が各単位※1について金額を提示（提示価額）し、参加者は入札の有無を判断する。

• 総務省は、２者以上の入札※2があった単位について、最も高い金額を入札※2した者が１者以下となるまで、提示価額を１ラウンド
当たり最低落札価額の20％ずつ引き上げていく。

• 参加者は、提示価額で入札※2したラウンドの次のラウンド以降、提示価額で入札しないと判断した場合、前ラウンドの提示価額（現ラウ

ンドの開始価額）以上、現ラウンドの提示価額未満の金額を入札する（退出入札）。

• ある単位において最も高い金額を入札（退出入札を含む）※2した者が１者となった場合、当該入札者が暫定落札者となる。

• 全ての単位について最も高い金額を入札※2した者が１者以下となった場合、価額競争を終了し、暫定落札者を落札者とし、
当該暫定落札者が入札した金額を落札額とする。

※１ 全国枠：１単位、地域枠：1,719単位（1,719区域）の合計1,720単位を入札の対象とする。
※２ 特定入札（①各単位において最も高い金額を申し出た入札であること、②入札の対象単位の単位ポイント数を合計したときに各参加者の保有するポイント数

を超えない範囲に収まること のいずれも満たすように選定された入札をいう。）である必要がある（入札ポイント制については次ページを参照。）。

第１ラウンド

入札者A
（新規継続入札※3）

入札者B
（新規継続入札）

第２ラウンド 第３ラウンド（終了）

提示価額※1

開始価額※2

入札者A
（継続入札※4）

入札者B
（継続入札）

入札者A 入札者B

落札者

入札者A 入札者B

落札者

提示価額

提示価額
最低落札価額の
20％を引き上げ

（継続入札） （退出入札※5） （退出入札） （退出入札）

〔具体的なイメージ〕 ※１つの単位に対して参加者（２者）が入札を行い、第３ラウンドで終了した場合の例

い
ず
れ
か
の
場
合
に

競
り
上
げ
は
終
了

最低落札価額の
20％を引き上げ

開始価額

開始価額

第３ラウンド（終了）

※１ 提示価額 入札者がラウンド中に入札することができる金額の上限をいう。
※２ 開始価額 入札者がラウンド中に入札することができる金額の下限をいう。
※３ 新規継続入札 初回のラウンドで提示価額で入札すること及び２回目以降のラウンドで前ラウンドの特定入札と異なる単位に提示価額で入札することをいう。
※４ 継続入札 ２回目以降のラウンドで前ラウンドの特定入札と同じ単位に提示価額で入札することをいう。
※５ 退出入札 ２回目以降のラウンドで前ラウンドの特定入札と同じ単位に開始価額以上提示価額未満の金額（開始価額＝提示価額の場合はその金額）で入札をいう。

同時時計オークション
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価額競争の実施（概要）②

• 積極的な入札行動を促すためのルールとして入札ポイント制を採用する。

• 入札者は、事前に提供した保証金の金額に応じて、初回の入札に必要なポイントが与えられる（保証金100円につき１ポイント）。

• 各単位の入札に必要なポイントは最低落札価額に基づき設定されており（最低落札価額1,000円につき１ポイント）、
入札者は、各ラウンドにおいて、自らが保有するポイントを超えないように入札する。

• 参加者は、各ラウンドにおいて入札（特定入札）を行わなかった分のポイントは、これを失う。

積極的な入札行動を促すためのルール（入札ポイント制）

• 地域枠のみ暫定落札の撤回を１回に限り可能とする。

• ２以上の単位に入札し、競合入札により暫定落札できなかった単位が１以上生じた場合において、当該暫定落札できなかった単位と
市町村が隣接している単位に限り、撤回を認めることとする。

• 撤回が行われた単位の提示価額は、撤回が行われたラウンドの開始価額とする。

暫定落札の撤回

＜競り上げ前＞

保有ポイント:
100pt

提供した保証
金の額に応じて
ポイントを得る

保証金:
10,000円

＜第１ラウンド＞

入札※2ポイント:
100pt

保有する
ポイントの
範囲内で入札

保有ポイント:
100pt

地域①：50pt
地域②：30pt
地域③：20pt

＜第ｎラウンド＞

入札※2ポイント:
80pt

保有する
ポイントの
範囲内で入札

保有ポイント:
100pt

地域①：50pt
地域②：30pt

＜第ｎ+１ラウンド＞

入札※2ポイント:
80pt

保有する
ポイントの
範囲内で入札

保有ポイント:
80pt

地域①：50pt
地域②：30pt →退出入札※3

地域④：15pt
地域⑤：15pt

地域ごとの最低落札価額に基づき
入札に必要なポイントを設定

前回ラウンドで入札※2

しなかった分の
保有ポイントを失う

【入札ポイント制のイメージ※1】

退出入札を行った地域
のポイントの範囲内にお
いて、異なる地域にも入
札可能

※１ ポイント数、ラウンド数等は例
※２ 特定入札の対象単位のポイント数

の合計が次のラウンドの保有ポイント
となる。

※３ ただし、退出入札が特定入札とな
らなかった場合に当該退出入札の分
のポイントを現ラウンドの入札（新規
継続入札）に充てることができる

【暫定落札の撤回のイメージ】 （入札地域が隣接する場合）

単位①
（暫定落札）

単位②
（競合入札があり、
 暫定落札できず）

単位①の暫定落札の撤回は可能

（入札地域が隣接していない場合）

単位①
（暫定落札）

単位①の暫定落札の撤回は不可能

単位②
（競合入札があり、
 暫定落札できず）
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競争阻害的な行動を抑止するためのルール

• 談合等の競争阻害的な行動を抑止するため、①情報交換・取決めの禁止、②共同入札の禁止、③適正な情報開示に関するルール
を導入する。

競争阻害的な行動を抑止するためのルール

③適正な情報開示

• 個別の入札者の特定につながる情報（名称や入

札先等）は、価額競争が終了するまで非開示

• 各ラウンドにおける入札数等の入札情報につい
て各ラウンドの終了後に参加者に対して開示

①情報交換・取決めの禁止

• 申請者間で価額競争に関する情報交換や
取決めを行ってはならない

• 誓約書の提出
• 総務省への通報義務

※ 地域枠については、落札者（認定特定高周波数無線局開設者）が遵守しなければならない条件において、既存全国事業者の同一グループ企業であ
る落札者が当該既存全国事業者が提供するサービスの補完として周波数を利用することを禁止している。

価額競争の公正を害すべき行為を行った場合の措置

• 価額競争の公正を害すべき行為を行った場合、以下の措置を講じる。

➢ 価額競争の参加資格の取消し
➢ 特定高周波数無線局の開設の認定の取消し
➢ 今後の特定基地局の開設計画の認定又は価額競争の参加資格の審査における考慮事項となること
➢ 保証金の不返還
➢ 電波法第109条の５の規定に基づく罰則の適用

②共同入札の禁止※

• 全国枠について資本関係を有する
等の関係事業者が共同して入札
する行為を禁止

• 価額競争の参加申請にあたり、
資本関係、役員の兼任先、
関係法人等の情報を提出

20



21

②特定高周波数無線局の適正かつ安定的な運用の確保

整備・運用
• 特定高周波数無線局の設備調達及び設置工事を着実に実施するための対策※2を講じること

• 特定高周波数無線局の運用・保守管理に必要な技術要員・電気通信主任技術者・無線従事者を確保するための対策を講じること

安全・信頼性

• 特定高周波数無線局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性その他特定高周波数無線局の適正かつ安定的な運用を確保
するための対策※2を講じること
※２ 「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」（昭和62年郵政省告示第73号）・「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群（令和７年度版）」（令和７年６

月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定）・「ＩＴ調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」（平成30年12月10日関係省庁申合せ）に
留意すること

コンプライアンス • 法令遵守、個人情報保護及び利用者利益保護のための対策及び当該対策を実施するための体制整備を講じること

混信対策
• 他の無線局等※3に対する混信その他の妨害を防止するための対策及び当該対策を実施するための体制整備を講じること

※３ 「参加者の資格の主な審査事項」（Ｐ３）と同じ。

認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない主な条件

①特定高周波数無線局の開設

無線局開設期限
• 全国枠：認定日から起算して３年を経過した日までに特定高周波数無線局を開設すること

• 地域枠：認定日から起算して５年を経過した日までに特定高周波数無線局を開設すること

ネットワーク展開
• 全国枠：全ての都道府県に特定高周波数無線局を展開※1すること

※１ 認定日から起算して９年を経過した日までに全ての都道府県において１局以上の特定高周波数無線局を開設

③その他の事項

公平性・
競争促進

• 全国枠：既存全国事業者に事業譲渡等をしないこと及び既存全国事業者と同一グループの企業※4とならないこと

• 地域枠：既存全国事業者に事業譲渡等をしないこと

• 地域枠：既存全国事業者と同一グループの企業※4である認定特定高周波数無線局開設者は、ローミング提供その他により
 当該既存全国事業者が提供するサービスを補完することを目的として、又は実質的に補完する形で特定高周波数無線局
 を運用してはならないこと（ただし、当該既存全国事業者とそれ以外の者とで不当な差別的取扱いを行うことを防止するため
 に必要な措置を講じている場合は、この限りではない。）

※４ 「参加者の資格の主な審査事項」（Ｐ３）と同じ。ただし、全国枠の既存全国事業者以外の認定特定高周波数無線局開設者にあっては②を除く。

定期報告
• 特定高周波数無線局の開設状況、条件の遵守状況等を定期的※5に報告しなければならない

※５ 全国枠：四半期ごと（認定日から３年間は半期ごと）、地域枠：半期ごと（認定日から５年間は年度ごと）




